
１号減額 2号減額 3号減額

0人 430,000 720,000 965,000

1人 430,000 720,000 965,000

0人 430,000 1,010,000 1,500,000

1人 430,000 1,010,000 1,500,000

2人 530,000 1,110,000 1,600,000

0人 430,000 1,300,000 2,035,000

1人 430,000 1,300,000 2,035,000

2人 530,000 1,400,000 2,135,000

3人 630,000 1,500,000 2,235,000

0人 430,000 1,590,000 2,570,000

1人 430,000 1,590,000 2,570,000

2人 530,000 1,690,000 2,670,000

3人 630,000 1,790,000 2,770,000

4人 730,000 1,890,000 2,870,000

0人 430,000 1,880,000 3,105,000

1人 430,000 1,880,000 3,105,000

2人 530,000 1,980,000 3,205,000

3人 630,000 2,080,000 3,305,000

4人 730,000 2,180,000 3,405,000

5人 830,000 2,280,000 3,505,000

0人 430,000 2,170,000 3,640,000

1人 430,000 2,170,000 3,640,000

2人 530,000 2,270,000 3,740,000

3人 630,000 2,370,000 3,840,000

4人 730,000 2,470,000 3,940,000

5人 830,000 2,570,000 4,040,000

6人 930,000 2,670,000 4,140,000

0人 430,000 2,460,000 4,175,000

1人 430,000 2,460,000 4,175,000

2人 530,000 2,560,000 4,275,000

3人 630,000 2,660,000 4,375,000

4人 730,000 2,760,000 4,475,000

5人 830,000 2,860,000 4,575,000

6人 930,000 2,960,000 4,675,000

7人 1,030,000 3,060,000 4,775,000

令和5年度　国民健康保険料　減額基準額早見表

被保険者数
給与

所得者等
の数

減額基準額（基準額以下であれば減額該当）

6人

1人

2人

3人

4人

5人

7人

※この金額には所得割が含まれておりません。所得がある

場合は、別途所得割がかかる場合があります。

※40歳～64歳までの方は、介護分が賦課されます。

※未就学児（誕生日が平成29年4月2日以降の方）の場合は、減額

後の均等割額からさらに５割減額となります。

【問い合わせ先】

新宿区 健康部 医療保険年金課 国保資格係

電話 03-5273-4146 ／ FAX 03-3209-1436

３号
（２割減）
※未就学児は6割

1,908円1,503円751円

3,179円2,504円1,252円

5,087円4,007円2,003円

減額後の１か月あたりの※均等割額

※未就学児
※介護分あり
（40～64歳）

介護分なし
（40～64歳以外）

２号
（５割減）
※未就学児は7.5割

１号
（７割減）
※未就学児は8.5割

◇ この早見表は、均等割額の減額対象となる所得の基準額を示したものになります。

国民健康保険料の概算については、「国民健康保険料 概算早見表（総所得金額等）」又は「国民健康保険料 概算早見表（給

与／年金のみの場合）」をご覧ください。

◆ 世帯全員が国民健康保険の加入者の場合の減額基準額の早見表となります。

世帯主が国保に入っていない方、世帯主又は世帯員に特定同一世帯所属者（後期高齢者医療制度により国民健康保険を脱退し

た方）がいる場合の減額基準額については、国保資格係にお問い合わせください。

【参考　減額率と減額基準額表】

均等割の減額率 減額基準額（計算式）

１号

減額
7割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円

２号

減額
5割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円+（29万円×世帯の加入者数）

３号

減額
2割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円+（53.5万円×世帯の加入者数）

65歳以上で年金所得がある場合 年金所得からさらに15万円を控除した金額で判定

青色専従者給与額がある場合
それぞれの事業専従者が当該事業から受ける給与所得の

金額はないものとして判定

事業専従者控除額がある場合 必要経費に算入しない

分離長期譲渡所得

分離短期譲渡所得がある場合
特別控除額はないものとして判定

雑損失がある場合 繰越損失適用後の金額で判定



【参考　減額率と減額基準額表】

均等割の減額率 減額基準額（計算式）

１号

減額
7割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円

２号

減額
5割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円+（29万円×世帯の加入者数）

３号

減額
2割 43万円＋（給与または年金所得者の合計数－1）×10万円+（53.5万円×世帯の加入者数）


